
10902-1
様式第６号

個人情報ファイルの名称

実施機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨

記録情報の経常的提供先

名称

所在地

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地

行政機関等匿名加工情報の概
要

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨

備考

1世帯主氏名、2住所、3電話番号、4世帯番号、5世帯員数、6行政区、7その他
（自家水源の種類など）

個人情報ファイル簿（単票）

水道未普及世帯データ（大東地域）

一関市長

上下水道部　生活用水対策室

生活用水確保施設整備事業補助金の対象者を確認するため

大東地域の各世帯の世帯主

住民基本台帳データの利用、現地調査結果、補助事業の申請情報

含まない

該当なし

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地

総務部総務課

〒021-8501　岩手県一関市竹山町７番２号

該当なし

個人情報ファイルの種別

■法第60条第２項第１号（電算処理
ファイル） □法第60条第２項第２号（マニュアル

処理ファイル）政令第21条第７項に該当するマニュア
ル処理ファイル　□有　　■無

非該当

（実施なし）

（実施なし）

（実施なし）

（実施なし）



10902-2
様式第６号

個人情報ファイルの名称

実施機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨

記録情報の経常的提供先

名称

所在地

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地

行政機関等匿名加工情報の概
要

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨

備考

1世帯主氏名、2住所、3電話番号、4世帯番号、5世帯員数、6行政区、7その他
（自家水源の種類、相談・問合せの内容など）

個人情報ファイル簿（単票）

生活用水確保施設整備事業補助金対象者カルテ

一関市長

上下水道部　生活用水対策室

対象者からの相談内容を記録するため

補助事業に関し、相談を行った者及びその相談内容に関する者

相談・問合せによる情報、現地調査、補助事業申請情報による

含まない

該当なし

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地

総務部総務課

〒021-8501　岩手県一関市竹山町７番２号

該当なし

個人情報ファイルの種別

■法第60条第２項第１号（電算処理
ファイル） □法第60条第２項第２号（マニュアル

処理ファイル）政令第21条第７項に該当するマニュア
ル処理ファイル　■有　　□無

非該当

（実施なし）

（実施なし）

（実施なし）

（実施なし）



10903-1
様式第６号

個人情報ファイルの名称

実施機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨

記録情報の経常的提供先

名称

所在地

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地

行政機関等匿名加工情報の概
要

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨

備考

個人情報ファイルの種別

■法第60条第２項第１号（電算処理
ファイル） □法第60条第２項第２号（マニュアル

処理ファイル）政令第21条第７項に該当するマニュア
ル処理ファイル　□有　　■無

（実施なし）

（実施なし）

（実施なし）

（実施なし）

非該当

令和４年４月１日から令和５年３月31日までに浄化槽法に基づく検査を行っ
た者

指定検査機関からの報告

含まない

該当なし

該当なし

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地

総務部総務課

〒021-8501　岩手県一関市竹山町７番２号

個人情報ファイル簿（単票）

浄化槽法定検査実績一覧表（R04）

一関市長

上下水道部　下水道課

浄化槽維持管理不適合者の管理のため

別紙のとおり



10903-1

別紙

記録項目

1検査区分、2検査日、3センターID、4行政ID、5管理者名、6郵便番号、7電話
番号、8施設名／建物の用途、9設置場所、10単合区分、11メーカー、12処理
方式、13型式、14処理対象人員(人槽)、15日平汚水量(m3/日)、16目標
BOD(mg/l)、17保守点検業者、18点検記録有無、19点検回数(回/年)、20清掃
業者、21清掃記録有無、22前回清掃日、23判定、24採水時間、25ｐＨ、26溶
存酸素量(mg/l)、27残留塩素濃度(mg/l)、28透視度(度)、29ОＰＲ(mV)、30
ＢＯＤ(mg/l)、31水温(℃)、32使用人数、33所見内容



10903-2
様式第６号

個人情報ファイルの名称

実施機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨

記録情報の経常的提供先

名称

所在地

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地

行政機関等匿名加工情報の概
要

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨

備考

個人情報ファイルの種別

■法第60条第２項第１号（電算処理
ファイル） □法第60条第２項第２号（マニュアル

処理ファイル）政令第21条第７項に該当するマニュア
ル処理ファイル　□有　　■無

（実施なし）

（実施なし）

（実施なし）

（実施なし）

非該当

昭和60年10月１日以降、申請等があった浄化槽設置（管理）者

浄化槽法による届出及び建築基準法による申請による

含まない

岩手県浄化槽検査センター

該当なし

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地

総務部総務課

〒021-8501　岩手県一関市竹山町７番２号

個人情報ファイル簿（単票）

浄化槽台帳

一関市長

上下水道部　下水道課

市内に設置されている浄化槽の管理のため

別紙のとおり



10903-2

別紙

記録項目

1氏名、2住所、3電話番号、4建物の名称、5浄化槽設置場所、6メーカー、7型
式、8水量、9人槽、10常駐人口、11単合区分、12告示分類、14建物用途、15
放流先、16施工業者、17保守点検業者、18点検回数、19確認届出の別、20受
付日、21送付日、22建築主事受理日、23保健所受理日、24使用開始日、25廃
止年月日、26廃止の理由、27変更年月日、28変更内容、29設置に関する意
見、30延床面積、31下水道区域の情報、32補助対象、33補助年度、33廃止届
出日、34中止届出日、35工事完了届出日、36漏水検査届出日、37使用状況、
38X座標、39Y座標


